
1 
 

平 成 26年 ９ 月 ２ 日 

第197回都市計画審議会 

 
 

防災街区整備方針の都市計画変更の案について 
 
 
１ 防災街区整備方針の都市計画変更について 

防災街区整備方針は、「都市計画法」（昭和 43年法律第 100号）第７条の２第１

項および「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」（平成９年法

律第 49号）第３条の規定に基づき定める木造住宅密集地域を対象とした都市計画

のマスタープランであり、東京都が都市計画として決定している。 

この方針については、東京都が平成 20年６月、都市計画決定し、現在に至って

いる。今回の変更は、その告示後に実施された諸政策および諸制度等との整合を図

り、防災都市づくりに寄与するため、都市計画変更を行うものである。 

東京都では、平成26年度中の都市計画変更を予定している。 

 
２ 防災街区整備方針の位置付けについて 
方針は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープ

ラン）」に即し、都市再開発の方針等と整合を図り定めるものであり、防災街区整

備事業や市街地再開発事業等の個別の都市計画の上位に位置付けられている。 
また、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区を

「防災再開発促進地区」として指定し、整備に関する計画の概要等を示している。 
 

【防災街区整備方針の位置づけ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報 告 事 項 ２   

説   明   資   料  

など 
など 

都市計画区域 
マスタープラン 住宅市街地の開発整備の方針 

防災街区整備方針 

・再開発促進地区 
（２号地区） 

・誘導地区 

・重点地区 

・防災再開発促進地区 

都市再開発の方針 

市町村都市計画マスタープラン 

など 

個別の都市計画 

など 公園 市街地再開発事業 土地区画整理事業 地区計画 道路 土地利用 
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３ 防災街区整備方針の構成について 

(1) 方針本編 
Ⅰ 本方針の目的・効果等 
策定の目的、策定の効果、法的位置付け 

  Ⅱ 本方針を定めるにあたっての考え方 
対象地域、防災再開発促進地区及び防災公共施設の指定、防災再開発促進地

区と都市再開発の方針の２号地区との整合 
  Ⅲ 本方針において定める内容 

防災再開発促進地区及び防災公共施設、防災再開発促進地区の整備又は開発

の計画の概要、防災公共施設の整備等の概要 
（2）別表１ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要 
(3) 別表２ 防災公共施設の整備等の概要 
(4) 附図  防災再開発促進地区及び防災公共施設 

 
４ これまでの経過と今後の予定 
  平成25年12月10日   東京都が区に変更原案資料作成依頼 

平成26年３月24日   練馬区都市計画審議会へ区の変更原案資料報告 

３月25日   区の変更原案資料を東京都へ提出 

           ５月16日   原案の公告・縦覧、公述の申出受付（東京都） 

～30日 

５月27日   練馬区都市計画審議会へ原案報告 

６月24、27日 公聴会の開催（東京都） 

８月６日    東京都が区に都市計画変更案について意見照会 

           ９月      案の公告・縦覧、意見書受付（東京都） 

           10月         練馬区都市計画審議会へ付議 

        東京都へ意見回答 

            11月           東京都都市計画審議会へ付議（東京都） 

           12月           都市計画決定・告示（東京都） 

 

５ 添付資料 

 (1) 参考：防災再開発促進地区の附図（新旧対照総括図）      Ｐ．３ 

（2）都市計画の案の理由書                    Ｐ．５ 

(3) 方針本編                          Ｐ．７～11 

(4) 別表１ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要（新旧対照表） 
                              Ｐ．13～14 

(5) 附図（防災再開発促進地区）                 Ｐ．15～21 
（※（4）および(5)は、練馬区のみ抜粋。） 



防災再開発促進地区の附図（新旧対照総括図）                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡     例 

防災再開発 

促進地区 

既定 
 

新規  

 

 

Ｎ 

100m 500m 1000m 

２．練馬地区 

１．江古田北部地区 

３．北町地区 

新規４.貫井・富士見台地区 
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別表１ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要 
○○○○・・・変更   ※・・・新規追加   

番号 地区名 

面積（ha） 

（おおむねの位置） 

練．１ 江古田北部地区 

約４６．４ｈａ  

（練馬区東部） 

練．２ 練馬地区 

約２０．０ｈａ  

（練馬区南東部） 

練．３ 北町地区 

約３１．１ｈａ  

（練馬区北東部） 

※練．４ 貫井・富士見台地区 

約９２．３ｈａ 

（練馬区中央部） 

ａ 地区の再開発、整備

等の主たる目標 

地区の防災性の向上、住環境の改善、新規

住宅の供給等により、安全で快適なまちづく

りを目指す。 

都市基盤の整備及び老朽木造建築物の不

燃化建替えに取り組み、災害に強い、安全な

まちづくりを進めながら、住みやすいまちの

環境を高め、良好な市街地を形成する。 

都市基盤の整備による災害時における安全

な避難空間の確保、老朽木造建築物の不燃化

建替えの誘導による地区の防災性の向上を図

り、災害に強い安全で暮らしやすいまちづく

りを進める。 

自然豊かな戸建住宅地としての住環境と景

観を有する地区であり、その現在の魅力をい

かしつつ、老朽住宅の更新、不燃化の促進及

び道路網の整備により、防災性の向上を図る。 

ｂ 防災街区の整備に関

する基本的方針その他

の土地利用計画の概要 

駅周辺の商業系施設の充実を図るとともに

街区単位での共同建替えや道路沿道の協調

建替えを検討する駅周辺改善ゾーン、交通利

便性の高い環七沿道等の中層共同住宅を誘

導する住環境改善ゾーン、比較的敷地規模の

大きい特性をいかして整備をする住環境修復

ゾーンのゾーンごとに整備を図る。 

豊島園通り沿道は、商業と住居の調和のと

れた土地の高度利用を図る。生活幹線道路及

び生活道路沿いでは中層、中低層の良好な住

宅地を形成する。 

東武練馬駅前、旧川越街道沿道及びその周

辺においては商業系の土地利用、その他の地

区においては住宅と商業・工業が共存する土

地利用を誘導する。老朽木造住宅の密集して

いる地区での建築物の不燃化及び共同化によ

る土地の有効利用を図る。 

低層集合地区、都市型集合地区、住商工共

存地区、商業誘導地区、都市型沿道地区及び

沿道環境地区の六つに区分し、狭い道路を改

善しながら、緑化を進め、秩序ある開発を促

し、戸建住宅と共同住宅などが調和した良好

な住宅地を形成する。 

ｃ 建築物の更新の方針 住宅市街地総合整備事業（密集型）等によ

り、道路の拡幅及び老朽建築物の更新を進め

る。さらに重点的に不燃化及び共同化を図り、

災害時における安全性の早期確保を目指す。 

また、都市再生住宅等の整備により、従前

居住者の住み替えを支援する。 

整備された生活幹線道路及び生活道路の

沿道では、前面道路の幅員を有効に活用して、

老朽木造建築物の建替えによる不燃化を促

進し、防災性を高める。 

また、老朽木造建築物等を更新し、良質な

住宅の供給を進める。 

住宅市街地総合整備事業（密集型）等によ

り、老朽木造建築物等を更新し、良質な住宅

の供給を進める。 

また、道路などの基盤整備に併せ建物の更

新を進める。 

住宅市街地総合整備事業（密集型）等によ

り、生活幹線道路や主要生活道路の整備に伴

う沿道建物や、地区内の古い木造建物に対

し、不燃化建替えや共同建替えを誘導・促進

する。 

ｄ 都市施設、地区防災施

設及び地区施設の整備

の方針 

生活幹線道路、主要生活道路、公園等の整

備を図る。 

生活幹線道路、生活道路、公園等の整備を

図る。 
生活幹線道路、主要生活道路、公園等の整

備を図る。 

生活幹線道路、主要生活道路、公園等の整

備を図る。 

e 

再

開

発

推

進

の

た

め

必

要

に

応

じ

定

め

る

事

項 

１ 公共及び民間

の役割、条件整

備等の措置 

道路、公園等の公共施設の整備や、老朽住

宅等の民間建築物の改善について助成を行う

とともに、地域住民が主体的に組織している

「まちづくり推進協議会」を活用して住民の

協力により事業を進める。 

住民との協働によるまちづくりを進めるた

めに、道路・公園等の整備は公共が行い、民

間が行う老朽木造住宅等の建替えについて、

公共は必要な助成等を行う。 

公共は、道路・公園等の公共施設の整備や、

老朽木造住宅等の民間建築物の建替えにつ

いて助成等を行うとともに、地域住民のまち

づくり組織と協力して、事業を進める。 

道路、公園等の公共施設の整備や、老朽住

宅等の民間建築物の改善について助成を行う

とともに、地域住民のまちづくり組織を活用

して住民の協力により事業を進める。 

２ 実施予定の公

共施設整備事業、

面的整備事業等 

住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

沿道整備事業（事業中） 

 住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 

３ 決定又は変更

予定の都市計画

に関する事項 

沿道地区計画「羽沢・小竹町地区」、「環状七

号線桜台・栄町・豊玉地区」（決定済） 

地区計画「江古田駅北口地区」（決定済） 

 地区計画「東武練馬駅南口周辺地区」（決定

済） 

 

４ その他再開発の

促進のために特

筆すべき事項 

駅・まち一体改善事業（完了） 都市高速鉄道西武鉄道池袋線付属街路第１

号線（完了） 

住宅市街地総合整備事業（密集型）（完了） 

木造住宅密集地域整備促進事業（完了） 

街路整備事業 環状８号線（完了）  

変 更 案 
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別表１ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要 
○○○○・・・変更   

番号 地区名 

面積（ha） 

（おおむねの位置） 

練．１ 江古田北部地区 

約４６．４ｈａ  

（練馬区東部） 

練．２ 練馬地区 

約２０．０ｈａ  

（練馬区南東部） 

練．３ 北町地区 

約３１．１ｈａ  

（練馬区北東部） 

 

ａ 地区の再開発、整備

等の主たる目標 

地区の防災性の向上、住環境の改善および新

規住宅の供給等により、安全で快適なまちづ

くりを目指す。 

都市基盤の整備並びに老朽木造建築物の不

燃化建替えに取り組み、災害に強い、安全な

まちづくりを進めながら、住みやすいまちの

環境を高め、良好な市街地を形成する。 

都市基盤の整備による災害時における安全な

避難空間の確保、老朽木造建築物の不燃化建

替えの誘導による地区の防災性の向上を図

り、災害に強い安全で暮らしやすいまちづく

りを進める。 

 

ｂ 防災街区の整備に関

する基本的方針その他

の土地利用計画の概要 

駅周辺の商業系施設の充実を図るとともに街

区単位での共同建替えや道路沿道の協調建

替えを検討する駅周辺改善ゾーン、交通利便

性の高い環七沿道等の中層共同住宅を誘導

する住環境改善ゾーン、比較的敷地規模の大

きい特性を活かして整備をする住環境修復ゾ

ーンのゾーンごとに整備を図る。 

豊島園通り沿道は、商業と住居の調和のとれ

た土地の高度利用を図る。生活幹線道路及び

生活道路沿いでは中層、中低層の良好な住宅

地を形成する。 

東武練馬駅前、旧川越街道沿道及びその周辺

においては商業系の土地利用、その他の地区

においては住宅と商業・工業が共存する土地

利用を誘導する。老朽木造住宅の密集してい

る地区での建築物の不燃化、共同化による土

地の有効利用を図る。 

 

ｃ 建築物の更新の方針 住宅市街地総合整備事業（密集型）等により、

道路の拡幅、老朽建築物の更新を進める。さ

らに重点的に不燃化、共同化を図り、災害時

における安全性の早期確保を目指す。また、

都市再生住宅等の整備により、従前居住者の

住み替えを支援する。 

整備された生活幹線道路及び生活道路の沿

道では、前面道路の幅員を有効に活用して、

老朽木造建築物の建替えによる不燃化を促

進し、防災性を高める。また、老朽木造建築

物等を更新し、良質な住宅の供給を進める。 

住宅市街地総合整備事業（密集型）等により、

老朽木造建築物等を更新し、良質な住宅の供

給を進める。また、道路などの基盤整備に併

せ建物の更新を進める。 

 

ｄ 都市施設、地区防災施

設及び地区施設の整備

の方針 

生活幹線道路、主要生活道路、公園等の整備

を図る。 

生活幹線道路、生活道路、公園等の整備を図

る。 
生活幹線道路、主要生活道路、公園等の整備

を図る。 

 

e 

再

開

発

推

進

の

た

め

必

要

に

応

じ

定

め

る

事

項 

１ 公共及び民間

の役割、条件整

備等の措置 

道路、公園等の公共施設の整備や、老朽住宅

等の民間建築物の改善について助成を行うと

ともに、地域住民が主体的に組織している「ま

ちづくり推進協議会」を活用して住民の協力

により事業を進める。 

住民との協働によるまちづくりを進めるため

に、道路・公園等の整備は公共が行い、民間

が行う老朽木造住宅等の建替えについて、公

共は必要な助成等を行う。 

公共は、道路・公園等の公共施設の整備や、

老朽木造住宅等の民間建築物の建替えにつ

いて助成等を行うとともに、地域住民のまち

づくり組織と協力して、事業を進める。 

 

２ 実施予定の公

共施設整備事業、

面的整備事業等 

住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

駅まち一体改善事業（事業中） 

沿道整備事業（事業中） 

 住宅市街地総合整備事業（密集型）（事業中） 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

街路整備事業（事業中） 

・環状８号線 

 

３ 決定又は変更

予定の都市計画

に関する事項 

沿道地区計画「環七」（決定済） 

地区計画「江古田駅北口地区」（決定済） 

   

４ その他再開発の

促進のために特

筆すべき事項 

 都市高速鉄道西武鉄道池袋線付属街路第１

号線（完了） 

住宅市街地総合整備事業（密集型）（完了） 

木造住宅密集地域整備促進事業（完了） 

  

既 決 定 
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